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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～１．０％
、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、
Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、Ｐ：０．
０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｔ
ｉ：０．００５～０．５％、残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物からなる組成を有し、
フェライト及びパーライトを形成する内部組織を有し、内部組織の旧オーステナイト結晶
粒度が８μｍ以下である、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材。
【請求項２】
　前記鋼線材の内部組織中、ベイナイト及びマルテンサイト組織の面積分率の合計が１％
未満である、請求項１に記載の冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材。
【請求項３】
　質量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～１．０％
、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、
Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、Ｐ：０．
０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｔ
ｉ：０．００５～０．５％、残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物からなる組成を有する
ビレットを熱間圧延して鋼線材を製造するとき、最終圧延機から２番目以降の圧延機での
圧延温度が８５０℃以下である、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材の
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製造方法。
【請求項４】
　前記圧延温度は、Ａｒ３以上である、請求項３に記載の冷間加工性に優れた高強度及び
高靭性のばね用鋼線材の製造方法。
【請求項５】
　前記圧延された鋼線材に対して７００～８５０℃の温度で冷却を開始し、室温まで５℃
／秒以下の速度で冷却を行う、請求項３に記載の冷間加工性に優れた高強度及び高靭性の
ばね用鋼線材の製造方法。
【請求項６】
　質量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～１．０％
、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、
Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、Ｐ：０．
０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｔ
ｉ：０．００５～０．５％、残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物からなる組成を有し、
フェライト及びパーライトを形成する内部組織を有し、内部組織の旧オーステナイト結晶
粒度が８μｍ以下である冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材を用いてば
ねを製造する強度及び高靭性ばねの製造方法であって、
　前記鋼線材に対して軟化熱処理することなく、ピーリング及びシェービングするステッ
プと、
　前記鋼線材に対してオーステナイト化処理するステップと、
　前記オーステナイト化処理された鋼線材を油冷するステップと、
　前記油冷された鋼線材を焼戻し処理するステップと、
　前記焼戻し処理された鋼線材をばね状に冷間加工するステップと、を含む、高強度及び
高靭性ばねの製造方法。
【請求項７】
　質量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～１．０％
、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、
Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、Ｐ：０．
０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｔ
ｉ：０．００５～０．５％、残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物からなる組成を有し、
フェライト及びパーライトを形成する内部組織を有し、内部組織の旧オーステナイト結晶
粒度が８μｍ以下である、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材を用いて
ばねを製造する強度及び高靭性ばねの製造方法であって、
　前記鋼線材に対して軟化熱処理することなく、ピーリング及びシェービングするステッ
プと、
　前記鋼線材に対してばね状に熱間加工するステップと、
　前記熱間加工されたばねをオーステナイト化するステップと、
　前記オーステナイト化されたばねを油冷するステップと、
　前記油冷されたばねを焼戻し処理するステップと、を含む、高強度及び高靭性ばねの製
造方法。
【請求項８】
　前記オーステナイト化温度は、９００～１０００℃である、請求項６または請求項７に
記載の高強度及び高靭性ばねの製造方法。
【請求項９】
　前記焼戻し処理温度は、３５０～４５０℃である、請求項６または請求項７に記載の高
強度及び高靭性ばねの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材、その鋼線材の製造方
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法、及びその鋼線材でばねを製造する方法に関するもので、より詳しくは、自動車用コイ
ルばね、板ばね、トーションバー及びスタビライザーなどに使用されるばねで、高い強度
と靭性を同時に保有するばねを製造するための鋼線材であって、後の工程でピーリングや
シェービング加工処理のための軟化熱処理をする必要がないように、冷間加工性にも優れ
た鋼線材、その鋼線材を製造する方法及びその鋼線材を用いて高強度及び高靭性ばねを製
造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料、特に石油燃料の使用量が急増するにつれて、上記石油燃料を燃焼させ
ることで発生する汚染源による大気汚染の深刻化が全世界的に台頭し、他にも大型油槽船
の油流出事故などの発生だけでなく、油価の急騰に従って、石油燃料による害悪を回避す
るために、なるべく石油燃料の使用量を節減する技術に関する研究が多角的に行われてい
る。
【０００３】
　上記石油燃料を多量使用する需要先として自動車を挙げることができるが、上記自動車
製造業においても石油燃料の使用量を減らすための様々な試みと研究が引き続き進行して
いる。現在は、石油燃料の使用量を減らすための伝統的な方法の１つである自動車の燃費
を向上させる方法が開発され、適用している技術の主流であるといえる。このような燃費
向上の方法としては、先ず、エンジンの燃焼効率と動力伝達効率などを向上させる方法を
その１つとして挙げることができる。さらに他の方法としては、自動車の車体重量を減少
させることで単位距離の移動時に必要なエネルギー量を減少させる方法を挙げることがで
きる。
【０００４】
　自動車の車体重量を減少させるためには、自動車の製造に必要な部品を比重の低い軽量
材質に代える方法があり得るが、鉄製部品の優秀性に代わる程の部品が適用される分野は
まだ多くない。従って、未だに自動車部品としては鉄製部品が使われる場合が多く、上記
鉄製部品の軽量化によって自動車の燃費を向上しようとする試みが一般的である。
【０００５】
　単位重量当たりの支持可能な荷重が定められているため、鉄製品を単純に軽量化させる
と、自動車の安全に致命的な問題を引き起こす可能性がある。従って、部品の軽量化は必
然的に部品の高強度化の問題を解決した後に実現される。
【０００６】
　特に、自動車用ばねは、高強度と類似した概念で、優れた永久変形の抵抗性を強く要求
する部品である。永久変形の抵抗性は、ばねを長期間使用した後に完全に弾性復元される
ことができず、ばねの高さの変化が生じる永久変形という現象に対する抵抗性を意味する
。ばねの永久変形の抵抗性を高めるために、従来からＳｉを多量に添加した鋼線材がばね
用材料として使用されてきた。上記Ｓｉは鋼の降伏強度を高めることで永久変形を防止す
る役割を果たす。
【０００７】
　また、Ｓｉは、周期律表上において４族に属する元素で、熱力学的にはＣと類似した挙
動をする元素である。上述したように、部品の高強度（高引張強度）化は、ばねにおいて
も例外ではなく、上記高強度化のために必須に添加される元素がＣである。Ｃは、添加が
容易であり、共に添加される他の合金元素とともに析出強度を促進するなどの作用を通じ
て鋼の強度を向上させる。しかし、Ｃが多量のＳｉとともに合金内に添加される場合は、
ＣとＳｉの類似した熱力学的挙動により両元素は位置競争をするようになり、その結果、
Ｃが合金から除去される脱炭現象が起こるようになる。
【０００８】
　従来のＳｉ添加されたばね鋼は、ＳＡＥ９２５０などを挙げることができ、このような
ばね用鋼材内のＳｉの含量が１．８～２．０重量％に達するため、上記鋼種内でＣの表面
脱炭現象はさらに激しくなり、その結果、上記鋼種には表面脱炭層による疲労寿命の低下
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という問題まで発生し、これらをばねに使い難くなった。
【０００９】
　このような問題点を解決するため、全体的な炭素含量を下向き調整しＮｉを添加するこ
とによって表層部に脱炭部が存在することを防止し、炭素含量の減少による強度低下を補
うためにＳｉの含量をさらに上向き調整し、Ｍｏを追加添加することによって最大設計応
力を１２００ＭＰａに増加させた高張力ばね鋼（特許文献１及び特許文献２、特許文献３
及び特許文献４）が開発された。
【００１０】
　しかしながら、この開発鋼は、合金設計の側面で降伏強度と変形抵抗性の向上のために
Ｓｉの含量を高めたものであるため、連続鋳造時にＳｉ偏析帯が発生するという問題点が
指摘された。このようなＳｉ偏析帯は、主に鋼線材の中心部に形成されるので、このよう
な偏析帯の生成はフェライトの生成を助長して中心部の微細組織の不均一性を引き起こす
主な原因となり、大幅な物性変化を起こしてばねの靭性を低下させる主な原因となる。
【００１１】
　また、既に開発された高応力ばね用鋼は、合金元素を多量に添加するので、製造コスト
が高くなるという問題の他、上記投入された多量の合金元素により鋼線材製造時に比較的
低い速度で鋼線材を緩冷却しても、低温組織（ベイナイト＋マルテンサイトの複合組織）
が発生するという問題を有する。鋼線材製造時に低温組織が発生する場合は、後の工程で
の加工時に問題を引き起こす可能性もある。即ち、ベイナイトやマルテンサイトのような
低温組織は、変態時に発生した内部の応力により硬度が非常に高くなる。このような低温
組織は、鋼線材を後の工程でばね成形する前に、線径を調節するか、または、表面の品質
を改善するためにピーリングまたはシェービング加工する場合に加工し難くなる原因とな
る。従って、上記加工を円滑に行うために、鋼線材に対して軟化熱処理などの熱処理を行
うようになり、これら熱処理がさらに製造コスト上昇及び操業性を悪化させる要因となる
。
【００１２】
　さらに、一般的に強度と靭性は互いに逆の概念を持ち、これらを一挙に確保することが
難しいという点も、上記高強度ばね用鋼材において解決すべき問題点である。即ち、通常
ばねの強度向上のためには、鋼材の内部にマルテンサイトやベイナイトのような硬質組織
を形成させることが必須であるが、上記マルテンサイトやベイナイトのような硬質組織は
、一般的な場合では脆弱な特性を有しており、衝撃靭性などに劣っているためである。
【００１３】
　上記したように、ばねには高い永久変形抵抗及び疲労強度を確保するために要求される
高強度、及びそれとは別途に高い靭性が要求されるが、現在までこれら物性を備えたばね
用鋼材は開発されていない実情にある。また、ばね用鋼線材の内部に低温組織が一部発生
し、外注企業で軟化熱処理を行わなければならない場合が多いことから、経済的な問題点
もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】日本国特許出願公開第１９９８‐１１０２４７号公報
【特許文献２】日本国特許出願公開第１９９６‐１７６７３７号公報
【特許文献３】大韓民国特許出願第１９９７‐００７３５７６号公報
【特許文献４】大韓民国特許公開第１９９９‐００４８９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従って、本発明は、高強度及び高靭性を備えたばねを製造するための鋼線材であって、
後の工程での冷間加工性にも優れた鋼線材及びその製造方法を提供することをその目的と
する。
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【００１６】
　また、本発明は、上記鋼線材を用いて高強度及び高靭性を備えたばねを製造する方法を
提供することをさらに他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成するための本発明の一側面として、本発明の鋼線材は、重量％で、Ｃ
：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～１．０％、Ｃｒ：０．０
１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１．０％、Ｂ：０．００５
～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ
：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物を含む組
成を有し、フェライト及びパーライトを形成する内部組織を有し、内部組織の旧オーステ
ナイト結晶粒度が８μｍ以下であることを特徴とする。
【００１８】
　この場合、上記鋼線材の内部組織中、ベイナイト及びマルテンサイト組織の面積分率の
合計は１％未満であることが好ましい。
【００１９】
　また、上記鋼線材の組成は、重量％で、Ｖ：０．５％以下及びＴｉ：０．５％以下をさ
らに含むことが効果的である。
【００２０】
　本発明の他の一側面として、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材の製
造方法は、重量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ：０．３～
１．０％、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０．０１～１
．０％、Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２０％以下、
Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、残部Ｆｅ及びその他の
不可避な不純物を含む組成を有するビレットを熱間圧延して鋼線材を製造するとき、最終
圧延機から２番目以降の圧延機での圧延温度が８５０℃以下であることを特徴とする。
【００２１】
　この場合、上記鋼線材の組成は、重量％で、Ｖ：０．５％以下及びＴｉ：０．５％以下
をさらに含むことが好ましい。
【００２２】
　なお、上記圧延温度は、Ａｒ３以上であることが効果的である。
【００２３】
　また、上記圧延された鋼線材に対して７００～８５０℃の温度で冷却を開始し、室温ま
で５℃／秒以下の速度で冷却を行うことが好ましい。
【００２４】
　本発明のさらに他の一側面として、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線
材を製造する方法は、重量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．５％、Ｍｎ
：０．３～１．０％、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％、Ｃｕ：０
．０１～１．０％、Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：０．００２
０％以下、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、残部Ｆｅ及
びその他の不可避な不純物を含む組成を有し、フェライト及びパーライトを形成する内部
組織を有し、内部組織の旧オーステナイト結晶粒度が８μｍ以下である冷間加工性に優れ
た高強度及び高靭性のばね用鋼線材の製造方法であって、上記鋼線材に対して軟化熱処理
することなく、ピーリング及びシェービングするステップと、上記鋼線材に対してオース
テナイト化処理するステップと、上記オーステナイト化処理された鋼線材を油冷するステ
ップと、上記油冷された鋼線材を焼戻し処理するステップと、上記焼戻し処理された鋼線
材をばね状に冷間加工するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２５】
　上記冷間加工によるばね製造方法とは別途に、冷間加工性に優れた高強度及び高靭性の
ばね用鋼線材を製造する方法は、重量％で、Ｃ：０．４～０．７％、Ｓｉ：１．５～３．
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５％、Ｍｎ：０．３～１．０％、Ｃｒ：０．０１～１．５％、Ｎｉ：０．０１～１．０％
、Ｃｕ：０．０１～１．０％、Ｂ：０．００５～０．０２％、Ａｌ：０．１％以下、Ｏ：
０．００２０％以下、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ｎ：０．０２％以下、
残部Ｆｅ及びその他の不可避な不純物を含む組成を有し、フェライト及びパーライトを形
成する内部組織を有し、内部組織の旧オーステナイト結晶粒度が８μｍ以下であることを
特徴とする冷間加工性に優れた高強度及び高靭性のばね用鋼線材の製造方法であって、上
記鋼線材に対して軟化熱処理することなく、ピーリング及びシェービングするステップと
、上記鋼線材に対してばね状に熱間加工するステップと、上記熱間加工されたばねをオー
ステナイト化するステップと、上記オーステナイト化されたばねを油冷するステップと、
上記油冷されたばねを焼戻し処理するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２６】
　この場合、上記オーステナイト化温度は、９００～１０００℃であることが好ましい。
【００２７】
　なお、上記焼戻し処理温度は、３５０～４５０℃であることが好ましい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明にれば、高い強度と靭性を有するばねを提供することができるだけでなく、上記
ばねを提供するために製造された鋼線材の冷間加工性に優れており、特別な熱処理を行う
ことなく、ピーリング及びシェービング加工を行うことができるという有利な効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】通常の鋼線材において、冷却時に現れるＣＣＴダイヤグラムを示したグラフであ
る。
【図２】微細結晶粒を有する鋼線材に圧延した後、冷却時に現れるＣＣＴダイヤグラムを
示したグラフである。
【図３】最終圧延機から２番目以降の圧延機において圧延温度を下げた場合と、そうでな
い場合の結晶粒の大きさを比較したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を詳しく説明する。
【００３１】
　一般的に、ばね鋼の開発において最も重要な性質である引張強度と衝撃靭性値は互いに
相反する物性を示す。そのため、引張強度値の低下を最小限に維持しながら、その逆の衝
撃靭性値を極大化することが最も重要な開発目標となる。従って、下記の本発明のばね用
鋼材の組成は、引張強度は高く維持しながら衝撃靭性値を極大化させることができる組成
である。
【００３２】
　本発明の発明者らは、このような技術的思想を具現するために、鋼線材の組成を下記の
ように制御することによって、下記の組成を有する鋼線材をばねに製造するとき、内部に
Ａｌ、Ｂ、Ｖ及びＴｉの酸／炭／窒化物系析出物を形成して強度を確保し、靭性を向上さ
せるとともに、焼入れ性向上元素であるＢを用いて熱処理時に焼入れ性を強化し、粒界強
化も図って高い強度と靭性を同時に向上させるようにした。
【００３３】
　以下、本発明の鋼線材の成分系について説明する。
【００３４】
　Ｃ：０．４～０．７重量％
Ｃは、ばねの強度を確保するために添加される必須元素である。上記Ｃの含量が０．４重
量％未満である場合は、焼入れ性が確保されず、ばね用鋼材に要求される強度を確保する
ことができない。また、Ｃの含量が０．７重量％を超過する場合は、焼入れ焼戻し処理時
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に双晶型マルテンサイト組織が形成されて素材の割れが発生するため、疲労強度が著しく
低下するようになる。それだけでなく、高強度化による十分な靭性確保と、高Ｓｉ添加に
より発生する素材の脱炭を抑制することが難しいので、Ｃの含量は０．４～０．７重量％
に制限することが好ましい。
【００３５】
　Ｓｉ：１．５～３．５重量％
Ｓｉは、フェライト内に固溶されて母材強度を強化させ、変形抵抗性を改善する効果を有
する。しかし、上記Ｓｉの含量が１．５重量％未満である場合は、Ｓｉがフェライト内に
固溶されて母材強度を強化させ、変形抵抗性を改善する効果が十分でないため、Ｓｉの下
限は１．５重量％に制限される必要がある。また、Ｓｉの含量が３．５重量％を超過する
場合は、変形抵抗性の改善効果が飽和され、追加添加の効果を得ることができず、かつ、
熱処理時に表面脱炭を助長するので、Ｓｉの含量は１．５～３．５重量％に制限すること
が好ましい。
【００３６】
　Ｍｎ：０．３～１．０重量％
Ｍｎは、鋼材内に存在する場合、鋼材の焼入れ性を向上させて強度を確保するのに有益な
元素である。従って、上記Ｍｎの含量が０．３重量％未満である場合は、高強度ばね用素
材として要求される十分な強度及び焼入れ性を得ることが難しく、逆に、１．０重量％を
超過する場合は靭性が低下するので、上記Ｍｎの含量は０．３～１．０重量％に制限する
ことが好ましい。
【００３７】
　Ｃｒ：０．０１～１．５重量％
Ｃｒは、耐酸化性、焼戻し軟化性、表面脱炭防止及び焼入れ性を確保するのに有用な元素
である。しかし、Ｃｒの含量が０．０１重量％未満である場合は十分な耐酸化性、焼戻し
軟化性、表面脱炭防止及び焼入れ性の効果などを確保することが難しい。また、１．５重
量％を超過する場合は変形抵抗性の低下を招き、かえって強度低下になる可能性もある。
従って、Ｃｒの添加量は０．０１～１．５重量％であることが好ましい。
【００３８】
　Ｎｉ：０．０１～１．０重量％
Ｎｉは、焼入れ性及び靭性を改善するために添加される元素である。Ｎｉの含量が０．０
１重量％未満である場合は焼入れ性及び靭性の改善の効果が十分でなく、１重量％以上で
ある場合は残留オーステナイトの量が増加して疲労寿命を減少させ、高価のＮｉ特性によ
り急激な製造単価の上昇を引き起こすため、その添加量は０．０１～１重量％に制限する
必要がある。
【００３９】
　Ｃｕ：０．０１～１．０重量％
上記Ｃｕの添加は脱炭防止及び耐食性向上に有効である。脱炭層はばね加工後に疲労寿命
を著しく低下させる。このような効果は０．０１重量％未満では微弱で、１．０重量％を
超過して添加すると脆化による圧延欠陥の原因になりやすい。
【００４０】
　Ｂ：０．００５～０．０２重量％
上記Ｂの添加は表面に生成するさびを緻密化して耐食性を高め、焼入れ性の向上により粒
界強度を高める効果を有する。０．００５重量％未満では焼入れ性が確保されず、ばね用
鋼材に要求される強度を確保することができない。０．０２重量％を超過すると炭窒化物
系析出物が粗大化され、疲労特性に悪影響を及ぼすようになる。
【００４１】
　Ｏ：０．００２０重量％以下
上記Ｏの含量は０．００２０重量％以下に限定するが、０．００２０重量％を超過すると
酸化物系非金属介在物が粗大に形成され、疲労寿命が急激に低下するようになる。
【００４２】
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　Ａｌ：０．１重量％以下
上記Ａｌの添加は結晶粒度を微細化し、靭性を向上させる。Ａｌの含量が０．１重量％を
超過するようになると酸化物系析出物の生成量が増大するとともに、その大きさも粗大化
され、疲労特性に悪影響を及ぼすようになる。
【００４３】
　Ｐ及びＳ：それぞれ０．０２重量％以下
上記ＰとＳの含量は０．０２重量％以下に限定するが、Ｐは結晶粒界に偏析して靭性を低
下させるのでその上限を０．０２重量％に制限し、Ｓは低融点元素で粒界偏析して靭性を
低下させて硫化物を形成させ、ばね特性に有害な影響を及ぼすので、その上限を０．０２
重量％に制限することが好ましい。
【００４４】
　Ｎ：０．０２重量％以下
窒素はホウ素と反応して容易にＢＮを形成させることができ、焼入れ効果を減少させる元
素である。従って、窒素の含量はなるべく低いものが良いが、工程負荷を考慮すると、０
．０２重量％以下に制限することが好ましい。
【００４５】
　上記した組成だけでも十分な効果を得ることができるが、上記有利な鋼組成に加えて、
下記のようにＶとＴｉを必要によって添加することによって鋼の強度と靭性をさらに向上
させることができる。
【００４６】
　Ｖ：０．００５～０．５重量％以下、Ｔｉ：０．００５～０．５重量％以下
上記ＶまたはＴｉは、本発明のばね鋼の組成のより好ましい元素の１つであり、単独また
は複合添加によって炭／窒化物を形成して析出硬化作用を起こすことでばね特性を改善す
る元素であって、その含量をそれぞれ０．００５～０．５重量％と０．００５～０．５重
量％の範囲に限定する。含量が低い場合は、Ｖ及びＴｉ系炭／窒化物の析出が低減し、結
晶粒度の制御とばね特性（疲労特性と永久変形の抵抗性）の改善効果は十分に発揮されな
くなる。その含量が高い場合は、製造単価が急激に上昇し析出物によるばね特性の改善効
果が飽和し、オーステナイト熱処理時に母材に溶解されない粗大な合金炭化物量が増加す
るようになり、非金属介在物のような作用をするので、疲労特性及び析出強化の効果が低
下するようになる。
【００４７】
　上記した組成を有する鋼線材を用いてばねを製造する場合、上述したように強度と靭性
に優れたばねを得ることができる。
【００４８】
　但し、上述したように、ばねの強度を向上させるために組成を制御する場合は、鋼線材
冷却時に低温組織が容易に生成され、鋼線材の硬度も同時に高くなるようになる。従って
、冷間加工性に劣るようになるため上述した組成を有する鋼線材であっても一般的な製造
方法では優れた冷間加工性を確保することができない。
【００４９】
　本発明の発明者らは、このような問題の原因を把握するため検討した結果、通常のばね
用鋼材の組成範囲では相対的にゆっくり冷却されるが、図１に図示したＣＣＴダイヤグラ
ム上において冷却曲線がフェライト（Ｆｅｒｒｉｔｅ）またはパーライト（Ｐｅａｒｌｉ
ｔｅ）領域を通過することができず、直ぐにベイナイト（Ｂｅｉｎｉｔｅ）またはマルテ
ンサイト（Ｍａｒｔｅｎｓｉｔｅ）領域へ進入するため、上記ベイナイトまたはマルテン
サイトのような低温組織が多量に発生するようになることが確認できた。
【００５０】
　従って、低温組織を発生させないためには、冷却速度をより遅くしてパーライトまたは
フェライト領域を通過させる方法が考えられる。しかし、本発明のばね鋼の組成を含んだ
通常のばね鋼の組成において冷却曲線を上記ＣＣＴダイヤグラム上のフェライトまたはパ
ーライト領域を通過させるためには冷却速度を最大３℃／秒未満にしなければならないと
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いうのが本発明者らの検討結果である。しかし、現在採択されている鋼線材冷却設備の冷
却能の多くは、５℃／秒またはそれ以下であり、このように低い冷却速度（３℃／秒未満
）で冷却速度を正確に制御することは非常に難しい実情である。従って、冷却速度を遅く
して冷間加工性に優れた鋼線材を製造することは、現段階では好ましくない。
【００５１】
　残りの方法としては、上記図１に記載のパーライトノーズを左に移動させる場合、比較
的高い冷却速度（即ち、ＣＣＴダイヤグラムの横軸が時間であるので、所要時間が少ない
場合）でも冷却曲線が充分にパーライトまたはフェライト領域を通過できる方法を挙げる
ことができる。このような場合、ＣＣＴダイヤグラムは図２に図示した形態になることが
できる。
【００５２】
　主に、ＣＣＴダイヤグラムの形態は組成の影響を受けるが、本発明の発明者らの研究の
結果、鋼線材の組成を固定しても結晶粒の大きさを調節することによって上記ＣＣＴダイ
ヤグラムの形態を制御することができるということが確認できた。
【００５３】
　即ち、一般的な鋼線材製造工程では鋼線材内部組織中、冷却前のオーステナイト結晶粒
の大きさが１２μｍ内外からなり、このような場合のＣＣＴダイヤグラムの形態は上述し
た図１に図示された形態になる。しかし、本発明の主な条件の１つとして、冷却前のオー
ステナイト結晶粒の大きさを８μｍ以下に管理する場合、ＣＣＴダイヤグラムは図２に図
示したようにパーライト及びフェライト領域が随分と左側（即ち、短い時間側）に移動し
た形態を有するようになる。その理由は、フェライトまたはパーライト結晶粒はオーステ
ナイト結晶粒界において変態されるが、変態前のオーステナイト結晶粒度（Ａｕｓｔｅｎ
ｉｔｅ　Ｇｒａｉｎ　Ｓｉｚｅ、略してＡＧＳ）が微細な場合には、上記フェライトまた
はパーライト変態に必要な結晶粒界面が急激に増加し、フェライトまたはパーライト変態
量が増加するようになるためである。
【００５４】
　そのため、組成の変更することなく、比較的高い冷却速度でも硬度が高くないので、冷
間加工性に優れた鋼線材を製造するためには冷却前のオーステナイト結晶粒度を８μｍ以
下に制御することが重要である。従って、本発明の鋼線材は、上記した有利な組成を有す
る鋼線材であって、内部組織がフェライトとパーライトを形成し、内部組織中、旧オース
テナイトの結晶粒の大きさが８μｍ以下であることを特徴とする。
【００５５】
　また、ベイナイトとマルテンサイトのような低温組織は、なるべく形成されないことが
良いが、ある程度までは不可避に形成される可能性があるので、その量は全体組織の面積
に対する分率にして１％未満が好ましい。
【００５６】
　オーステナイト結晶粒度を制御するためには様々な方法があり得る。即ち、オーステナ
イト結晶粒度は熱間圧延中の変形量、変形速度、熱間圧延温度などにより大きく左右され
る。これら熱間圧延条件によって静的再結晶、動的再結晶、準動的再結晶及び粒子成長が
発生するようになるが、鋼線材熱間圧延のように加工される素材の断面形状が円形で圧延
速度が高速の場合には、変形量と変形速度を変更することは難しい。従って、熱間圧延温
度を調節して再結晶挙動及び粒子成長挙動を制御することが好ましい。
【００５７】
　従来は、熱間圧延温度を制御して結晶粒を微細化させるために、全仕上げ圧延区間の温
度を低く維持しながら圧延して、再結晶を抑制させながらオーステナイト結晶粒の形態を
パンケーキ化及び微細化させる方法が多く使用された。しかし、このような場合、全仕上
げ圧延過程中にロールに作用する負荷が加重されて設備負担が生じることによって動力消
耗量及び設備寿命などに悪影響を及ぼすようになる。
【００５８】
　しかし、本発明の発明者らによると、図３に図示したように全圧延区間内で圧延を行っ
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ても、実際にオーステナイト結晶粒度に影響を及ぼす圧延区間は最終圧延機から２番目以
降での圧延区間であり、上記圧延機の圧延温度を７５０～８５０℃に維持する場合、オー
ステナイト結晶粒度を８μｍ以下に調節することができる。図３において、四角マークは
従来の製造パターンで鋼線材を製造する場合であって、□は温度挙動を、■はオーステナ
イト結晶粒度の変化を示す。同様に、円形マークは本発明による製造パターンで鋼線材を
製造する場合であって、○は温度挙動を、●はオーステナイト結晶粒度の変化を示す。上
記図３に示したように、本発明による製造パターンの場合、最終圧延機から２番目以降の
圧延機での圧延温度を８５０℃以下に維持した結果、オーステナイト結晶粒度が最終５μ
ｍ未満であった一方、従来の製造パターンの場合、最終圧延機から２番目以降の圧延機で
の圧延温度が９５０℃以上で、それにより製造された鋼線材の内部の結晶粒の大きさは１
２μｍ以上であった。これは圧延の前半部では準動的再結晶が発生して鋼線材の結晶粒の
大きさが大きく変動しなかった一方、後半部（特に、最終圧延機から２番目以降の圧延機
）では鋼線材の静的再結晶が生じて再結晶挙動が遅くなり、粒子成長が遅延されることに
よって圧延による結晶粒の微細化効果を得ることができるためである。
【００５９】
　従って、最終圧延機から２番目以降の圧延機での圧延温度を８５０℃以下にすることが
重要である。
【００６０】
　但し、仕上げ圧延温度がＡｒ３以下の場合は、オーステナイトが圧延により微細化され
る前にオーステナイト／フェライト変態が起こるようになり、粗大なフェライトが形成さ
れるようになるので、上記仕上げ圧延温度はＡｒ３を超過することが好ましい。
【００６１】
　上記Ａｒ３は鋼線材の組成によって変わるが、本発明の鋼線材の組成では約７４０℃程
度で決定される。
【００６２】
　上記の鋼線材製造工程において最終圧延機から２番目以降の圧延機の温度を制御するこ
と以外に、他の工程は一般的な鋼線材工程と同様である。即ち、当業者であれば既に公知
の様々な技術を用いてビレットを再加熱し、粗圧延及び仕上げ圧延（２機以上の最終圧延
機での温度制御は必要）した後、冷却してばね用鋼線材を容易に製造することができる。
【００６３】
　上記冷却時の鋼線材の冷却条件は、７００～８５０℃の温度で冷却を開始し、室温まで
５℃／秒以下の速度で冷却することが好ましい。
【００６４】
　その後、上記過程で製造された鋼線材は、後の工程で軟化熱処理することなく、ピーリ
ング及びシェービング処理を経て、オーステナイト化処理され、油冷して焼戻し処理され
た後、ばね状に冷間加工されるか、ばね状に熱間加工されてばねに製造される。または、
熱間（８５０～１０００℃）でばね状に加工し、オーステナイト化処理された後、油冷し
て焼戻し処理されることによってばねに製造されることができる。
【００６５】
　上記ばね製造方法の概略的な温度範囲は通常のばね製造条件と同一であり、但し、軟化
熱処理を行わないという点が本発明のばね製造方法の特徴である。
【００６６】
　従って、上記ピーリング条件、シェービング条件、オーステナイト化温度、油冷温度及
び焼戻し処理温度は通常のばね製造条件に準じる。
【００６７】
　但し、オーステナイト化温度は、再結晶によって結晶粒が粗大化し過ぎることを防止す
るために９００～１０００℃の温度で行うことが好ましい。即ち、上記オーステナイト化
処理温度が９００℃未満である場合は、その低い温度により冷却中に初析フェライトが生
成されて好ましくなく、１０００℃を超過する場合は脱炭及び結晶粒成長を助長するので
好ましくない。上記オーステナイト化処理後、急冷して焼入れ工程を完了する。



(11) JP 5331698 B2 2013.10.30

10

20

30

40

【００６８】
　焼入れされたばねは、強度は高いがマルテンサイト組織が靭性向上には好ましくないた
め、焼戻し工程が後続されるのが好ましい。上記焼戻し工程により内部組織はマルテンサ
イトから焼戻しマルテンサイトに変化するようになる。
【００６９】
　好ましい焼戻し温度は３５０～４５０℃である。もし、焼戻し温度が３５０℃未満であ
るとマルテンサイトの焼戻し効果が十分でないためばねの靭性が悪くなり、４５０℃を超
過するとマルテンサイトがより高温組織に変態されてしまう恐れがあるため、焼戻し温度
は３５０～４５０℃が好ましい。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例を通して本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明は以下の実施例
によって限定されるものではない。むしろ、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく
これらの実施例を変更することは当業者にとって理解されるものであり、本発明の範囲は
特許請求の範囲及びこれに均等なものによって決定される。
【００７１】
　（実施例）
　下記表１のような組成を有する鋼を鋳造してビレットを製作した後、下記表２の条件で
熱間圧延を行って鋼線材を製造した。このように熱間圧延された鋼線材をばね状に加工し
た後、９５０℃で熱処理し、油冷して表３に図示したように３９０℃及び４２０℃の焼戻
し温度で熱処理を行って試片を製造した。
【００７２】
　ばね加工において、実施例１ないし実施例６の場合は、下記表２の結果から明らかなよ
うに、優れた冷間加工性を有しているので別途で軟化熱処理することなく、ピーリング及
びシェービング加工を行った後ばね加工したが、比較例の場合は、冷間加工性の不足でそ
のままピーリング及びシェービング加工すると、材料の破損される恐れがあり、５００～
７００℃で１２０～１８０分間維持して軟化熱処理した後、ピーリング及びシェービング
加工し、その後、ばねに製造した。
【００７３】
　表２の条件で製造された鋼線材の冷間加工性を検討するため引張試験を行った。引張試
験片は圧延方向で採取してＡＳＴＭ‐Ｓｕｂ　Ｓｉｚｅに加工し、引張試験はクロスヘッ
ドスピードを２ｍｍ／ｍｉｎにして試し、その詳細な値を表２に示した。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　但し、上記表１において各成分の含量は重量％で示す（但し、ＮとＯはｐｐｍ単位）。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
　但し、上記表２において低温組織の分率は面積分率を示し、鋼線材強度は引張強度を示
す。また、上記最終圧延機から４番目の圧延機から最終圧延機までの温度は実質的に同一
に維持して圧延した。
【００７８】

【表３】

【００７９】
　上記表２の結果から明らかなように、冷却速度が３℃／秒及び５℃／秒の場合は、本発
明の成分範囲を外れるだけでなく、圧延機の圧延温度条件も本発明で規定する範囲を外れ
る比較例１～比較例４の場合は、低温組織の分率が２％以上と非常に高く示され、その結
果、鋼線材強度も実施例１～実施例６の場合よりも随分高い値を示していることが分かる
。これに対し、実施例１～実施例６の場合は、低温組織の分率が１％以下と冷間加工に適
した範囲に属しており、その結果、鋼線材強度も１０００ＭＰａ以下の良好な値を示して
いた。但し、冷却速度が７℃／秒の場合は、実施例においても１％以上の低温組織の分率
を観察することができ、鋼線材の引張強度も１０００ＭＰａ以上と比較的高いことが確認
できた。このような比較例と実施例の差は、冷却前のオーステナイト結晶粒度から起因す
るものであって、室温でオーステナイト結晶粒度を確認することができる値である旧オー
ステナイト結晶粒度が比較例の場合は１２μｍ以上である一方、本発明による実施例の場
合は６μｍ以下と大きな差を示していた。
【００８０】
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　また、表３の結果から明らかなように、本発明の組成を満たす実施例の場合は、その引
張強度が２０００ＭＰａ以上と満足した値を示しているが、比較例１～比較例４の場合は
、その強度値が実施例に比べて著しく不足であることが確認できた。このような本発明の
有利な効果は本発明の鋼組成に起因するものである。即ち、本発明で規定する鋼組成は、
表面脱炭の効果を減らすためＳｉの添加量を減少させ、この減少により発生する強度の損
失分に代わるためＢ、ＶとＴｉが複合添加された組成であるが、このような添加効果は、
Ｖ（Ｃ，Ｎ）及びＴｉ（Ｃ，Ｎ）のような析出物により焼入れ中に起こる結晶粒の微細化
作用とホウ素の焼入れ性向上及び粒界強化作用を用いて強度と靭性の低下を減少させ、焼
戻し中に図られた析出強化によって向上した強度に起因するものであるためである。

【図１】

【図２】

【図３】
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